
市民

市民

事業の流れ

市役所

③支援プラン、登録カードを交付

し、事業登録者名簿に登録

④登録者の状況を年1回程度確
認

①契約時に

市が立会い

市役所 協力葬祭事業者

①相談・申請

②協力葬祭事業者を紹介

③市民の情報を提供

相談対応を依頼

④葬儀・納骨等

の話し合い

②登録申込書を

提出

協力葬祭事業者

①死後事務委任契約の締結

（市民は葬儀（生保基準）・納骨の

費用（256,000円）を預託）

⑤支援プランを提供、

半年ごとに契約事項

等の確認

市民が協力葬祭事業者と支援内容で合意

（１）市民からの相談

（２）葬祭事業者との契約

（３）葬儀等の履行

市役所

①死亡届の提出

協力葬祭事業者
②死亡情報を協力葬

祭事業者へ連絡

④履行状況の確認

③死後事務委任契約に基づき、

葬儀・納骨等の履行


